
自治体法務検定とは

地方分権の推進により、自治体は、自らの判断で、知恵をしぼり工夫をこらして、最良の政策を
推進していかなければなりません。そのためには、自らが責任をもって法令の解釈を行い、住民福
祉の向上に資するための条例・規則を制定することが大切となってまいります。いま、「自治体法務」
の重要性が唱えられているのは、まさにこのためなのです。
自治体において法務に対するニーズが高まってきた要因としては、第 1に、地方分権改革によっ
て自治体が処理する事務の範囲が拡大したため、各自治体は法のルールに則って適正かつ透明な事
務処理を行う責務があることがあげられます。第 2に、わが国の民間企業には厳しい“コンプライ
アンス”や“コーポレート・ガバナンス”が求められるようになってきていますが、自治体に対し
ても全く同じことが求められているということがあります。自治体には、マスコミや住民から非難
を受けず、各種の争訟にも堪えうるような事前配慮が必要となります。
これからの自治体は、住民に身近なところで、それぞれの地域にふさわしい独自の行政サービス
を提供しなければなりません。そのためには、教育、福祉、環境、安心・安全、まちづくり、土地
利用、産業振興、内部管理、情報、財務会計・監査等、多岐多彩な専門的能力をもった職員が必要
となります。その際、自治体職員も、これらの各分野に共通した法的問題や地域独自の政策を法的
に設計し構築するための法務能力を備えることが期待されます。
このような要請を受けて、高い法務能力を備えた自治体職員を養成するための 1つの手段として
設けられたのが「自治体法務検定」という仕組みです。この検定は、「基本法務編」と「政策法務編」
というそれぞれのテキストを勉強した上で、主にその中から出題される問題に答えていただき、そ
の採点結果によって、その時点での受検者の法務能力を評価するというものです。ひと口に自治体
といっても、都道府県や市町村はそれぞれ多種・多様であり、地域の独自性や自治行政の中での法
務に対する比重の置き方もさまざまかと思いますが、これからの新しい時代の地方自治を担い、各
自治体を牽引する役割を担う職員になっていただくためにも、一人でも多くの自治体職員の皆様
に、「自治体法務検定」に参加していただけることを期待しています。

2013年10月

自治体法務検定委員会
委員長　塩野　宏
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「自治体法務検定公式テキスト　基本法務編　2025年度検定対応」
刊行にあたって

「自治体法務検定公式テキスト　基本法務編」は、平成23（2011）年度の検定に対応してはじめ
て刊行されました。以来、毎年改訂を加えて刊行されてきており、本書は、2025年度検定に対応す
るものです。今回の改訂では、従来の編集方針と全体構成を維持しつつ、以下のような、法改正や
新しい判例に対応した多くの改訂を施すほか、解説の充実を期しました。
「序章　基本法務を学ぶにあたって」については、第 3節の「 2　最近の社会状況と基本法務」
において、「デジタル社会の形成」を改訂すると共に、新たに「民法の最近の改正と新しい動向」
の項目を設け、共同親権の新設など子の養育に係る民法改正、性的少数者の権利を擁護する最近の
判例、同性婚を認めていない民法等の下級審の違憲判決、所有不明者の土地・建物の管理制度の新
設等を解説しました。
「第 1章　憲法」については、「第 2節　憲法と法治主義」の項目を全面的に改訂したほか、第 5
節のプライバシー権と人格権について法令改正や判例を踏まえた改訂を行いました。
「第 2章　行政法」については、「第 3節　行政作用法」において「行政上の法律関係」の項目を
新たに立てて民事私法の適用の有無に関する多数の判例を解説し、行政裁量に関する判例を注記で
充実させ、さらに「行政調査」の項目を新設して解説をしました。
「第 3章　地方自治法」については、「第 5節　選挙」の項目に関し、「選挙の単位」や「立候補」
の項目を新たに設けたほか、全体的に改訂を行いました。また、2024年の地方自治法改正を踏まえ、
第 8節において「指定地域共同活動団体」制度について、第13節において「国民の安全に重大な影
響を及ぼす事態」における関与制度の特例について解説を追加しました。
「第 4章　民法」については、「第 4節　債権と債務」において詐害行為取消権に関する解説を充
実させ、「第 8節　親族・相続」について前述の民法改正を踏まえた改訂を施しました。
「第 5章　刑法」については、第 2節、第 4節、第 6節、第 8節の各所で説明の充実に努めました。
最後に、重要な注意事項です。本書では2024年10月 1 日を基準日とし、この日までの公布法律を
踏まえた論述がなされており、その中には未施行の法律もあります。検定の受検以外の目的のため
に本書を利用する場合には、六法の条文を確認するなど、この点に十分に注意を払ってくださるよ
うお願い申し上げます。

2025年 3 月

自治体法務検定委員会

基本法務編　編集委員

人　見　　　剛
石 川 健 治
山 本 隆 司
斎　藤　　　誠
能 見 善 久
田 中 利 幸
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vi

凡　例

凡　例

1 　本書の構成と特色
本書は、自治体法務について学ばれる方、「自治体法務検定　基本法務編」を受検される方が、

必要な事項を体系立てて学べるよう、以下の全 6章で構成しています。

序　章　基本法務を学ぶにあたって

第 1章　憲　法

第 2章　行政法

第 3章　地方自治法

第 4章　民　法

第 5章　刑　法

各章のはじめには、その章で学ぶ概要を記載しています。各章で学んだ内容は、章の最後に「学

習のポイント」としてまとめていますので復習にご利用いただけます。

重要な用語は太字で表しています。

本文を補足するものとして、本文の関連する箇所に＊印を付し、側注（かこみ）で解説を加えて

います。

なお、本書の中で取り上げられている法令及び制度等は、主に2024年10月 1 日公布日現在の内容

を基に記述しています。

2 　法令・判例の表記
本書では、根拠法令や参考となる裁判例を用いて解説しています。コンパクトにご利用いただけ

るよう、法令名、日付等の記述を一部省略して使用しています。　

（ 1 ）　法　令

■条文の引用は、以下のようにしました。

（例）地方自治法第 1条第 2項　→　地方自治法 1条 2項・（自治法 1条 2項）

■同一法令の条文番号はナカグロ（・）、異なる法令の条文番号は読点（、）で区切りました。

■本文中の（　）内で使用する法令名は、以下の略語を使用しました。

法　令　名 略　称

日本国憲法 憲　法

地方自治法 自治法

地方公務員法 地公法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 地教法

国家賠償法 国賠法

行政手続法 行手法

行政不服審査法 行審法

行政事件訴訟法 行訴法

民事訴訟法 民訴法
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序　章

基本法務を学ぶ
にあたって

●
●

いま、本書を開こうとしておられる方は、自治体職員であったり、自治体職員
を目指す方であったり、あるいは自治体と何らかの関連ある立場の方であったり
されることでしょう。そのような皆さんにとって、「法」は、深いかかわりのあ
る存在です。本章では、「法」とは何か、「法令」とは何か、法令を取り扱う際に
弁えておくべきことは何かといった、本書全体を通して基礎となる事柄を学びま
す。

第 1 節では、社会生活の規範としての「法」の意義、我が国で法として存在
するものの全体像、国内法と国際法の区別、成文法（制定法）と不文法の違い、
成文法の比重の大きさ、慣習・条理・判例の役割、などを学ぶとともに、自治体
職員にとって法がなぜ重要かを学び取っていただきます。

第 2 節では、成文法が「法令」のかたちで制定され、また適用される際の、
基本的な約束事を扱います。法令の種類（「法律」、「条例」、「規則」、その他）、
法令の制定（成立・公布・施行という流れ）及び法令の改廃、法令相互の関係、
条・項・号・附則などの法令の組立て、そして、法令の読み方や解釈の仕方など
を学びます。

第 3 節では、本書が扱う憲法・行政法・地方自治法・民法・刑法の 5 つの分
野を学ぶことの意義について考えます。特に、最近の社会状況のトピックスを取
り上げて、そこに現れた様々な課題が本書で論じられている法的諸問題といかに
関わっているかを具体的に提示しています。

本書により 5 つの法分野を学んだ後に、もう一度この序章を振り返ってみて
ください。そうすると、この序章の、そして本書の意義を、さらにはっきりとご
理解いただけると思います。

●
●
●
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2

序章　基本法務を学ぶにあたって

第１節　法とは何か・どのよ
うな法があるか

１　法とは何か

まず最初に、「法とは何か」が問題です。それは、例えば「……のときは……

をしなければならない」、「……のときは……をしてはならない」などのような、

社会生活上の規範（行動の基準）であって、一定の拘束性（誰かに対してその行動を

制約するという性質、拘束力）をもつことがその社会において認められているもの、

あるいは、そのような規範の集合であるということができます。もっとも、これ

だけでは定義として十分とはいえないでしょう。法をどのように定義するかにつ

いては、古来、様々な見解が提示されてきました。しかし、ここではこれ以上深

く立ち入ることはせず、大まかに、「法とは一定の拘束性を有する社会規範（又

はその集合）である」とするにとどめておきます。

２　どのような法があるか

法というものそれ自体を一般的・抽象的にどう定義するかとは別に、実際の法

にどのようなものがあるかということも重要です。

（ 1）民事法・刑事法・行政法・憲法
まず、法が人々の社会生活にどのようにかかわっているかという視点でみた場

合、そこには、いくつかの、法の大きなまとまり（体系）があります。ここでは、

民事法・刑事法・行政法・憲法という、それぞれの法のまとまりに即して、実際

にどのような法があるのかを概観してみることにしましょう。

〈 1〉民事法
法の全体の中で一つの大きなまとまりをなしているのが、「民事法」です。

民事法は、一方で、社会構成員相互の関係において各人がいかなる権利を

もち、いかなる義務を負うか、また、それらの権利義務関係が契約等によっ

てどのように設定・変更されるか、などについて定めるもので、これが、民

法や商法をはじめとする「民事実体法」です。他方、社会構成員相互間に紛

争が生じた場合における公的な民事紛争処理の手続的仕組みを定める法が、

「民事手続法」です。そのような民事紛争処理の中心をなすのは、民事裁判（民

事訴訟についての裁判）の制度であり、したがって、民事裁判の手続的仕組み
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3

第１節　法とは何か・どのような法があるか

序
　
章
基
本
法
務
を
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を定める民事訴訟法が、民事手続法の中心を占めることになります。以上の

ような民事実体法と民事手続法とが、民事に関する法、すなわち「民事法」

の全体を形成しているのです＊ 1。

ところで、以上のような民事法と、後述する行政法との中間に、しばしば、

一定の社会経済政策に基づいて、民事法の原則を修正するとともに行政法の

要素を融合させた、一定の法のまとまりが形成されている場合があります。

例えば、「労働法」は、労使関係における労働者の利益の適切な保護を図る

ために、雇用契約に関する民事法の原則を修正し、また、行政機関の介入を

重要な要素として組み込んでいるものです。ほかにも、「独占禁止法（競争法）」

や「消費者法」など、種々の例を挙げることができます。

〈 2〉刑事法
刑罰に関する法が、「刑事法」です。刑事法には、①いかなる犯罪に対し

いかなる刑罰が科されるべきかについての、刑法を中心とする「刑事実体

法」、②犯罪の捜査・訴追・裁判等の手続についての、刑事訴訟法などの「刑

事手続法」が、含まれます。

なお、刑罰は、次に述べる規制行政のための手段としても使われますので、

刑事法と行政法とはその部分で重なり合うことになります。

〈 3〉行政法
以上の民事関係・刑事関係以外に、国又は自治体＊ 2による公的活動とし

て、公益上の必要に基づいて種々の規制を加え、また、社会的に必要とされ

る様々な財貨・役務・便益の給付を行うという、規制行政・給付行政の活動

があります（「 2章 3節 1（ 1）〈 3〉法律の留保」も参照）。さらに、各種の公

的活動に必要な財政的手段その他の諸手段を調達するための、租税の賦課徴

収をはじめとする諸活動も、それ自体が重要な行政活動です。国又は自治体

が行うこれらの行政（規制・給付・調達）の活動には、民事法や刑事法がその

まま適用される部分もあり、そうでない部分もありますが、後者に関しても、

それはやはり一定の法に則って行われるべきものです。通常の民事法や刑事

法とは別の、行政に固有な法の全体を、一個のまとまりとして捉えたものが、

「行政法」です。その中でも、私人に法的効果を及ぼすことを想定して、そ

のための要件と、それに対応する効果を定めた規定を「実体法」とよぶこと

があります。対照的に、法的効果を及ぼす行為をする際の形式や手続に関す

る規定は「手続法」とよばれます。ただし、「行政手続法」というと、そう

いう名称のひとつのまとまった法律があり、たいていはその法律を指します。

なお、行政法と民事法の中間に、両者の要素を融合させたいろいろな法が

形成されていることは、前述のとおりです。

〈 4〉憲　法
国家＊ 3は、民事・刑事・行政及びその他の領域で、法を定立し、人々に

対してそれを適用することを含め、種々の活動を行いますが、それら諸活動

＊ 1 　法のまとまり（体
系）

ここでの「民事法」、「民
事実体法」、「民事手続法」
という言葉は、特定の制定法
（成文法令）の名称ではな
く、いろいろな制定法を（ま
た、制定法以外の法も）含
む、法のまとまり（体系）を
指しています。
また、「民法」、「商法」、
「民事訴訟法」については、
その名称で現に存在している
特定の制定法（法律）を指し
ていう場合と、それらの制定
法を中心とするけれどもそれ
に限らない、ある一定の法の
まとまりを指していう場合と
があり、少しややこしくなり
ます。以下で述べる刑事法そ
の他に関しても、それぞれ同
じような問題があります。

＊ 2 　自治体
法令上の用語は「地方公共
団体」です。

＊ 3 　国・国家
「国」ないし「国家」につ
いては、自治体を含めて広く
捉える場合と、自治体とは区
別されるものとして狭く捉え
る場合があります。ここでい
う「国家」は、前者の意味で
す。
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第１節　法とは何か・どのような法があるか
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の法に反する公務員の違法な行動については、その行動の効果が法的に否定され

たり、その公務員の責任が法的に問われたりすることになります。

他方、公務員が、法（法令）の立案・審査や個別案件への法の適用などを含め、

様々な場面において様々なかたちで法を取り扱うことは、それ自体が公務員の職

務の内容でもあります。この場合、そこでの法の取扱いが不適切であれば、その

職務遂行自体が、関係者又は社会一般に対する関係で不適切なものになってしま

います。

以上の意味で、公務員には、他の人々よりもいっそう、法についての理解と習

熟が求められます。ただし、現在通用している法の内容をすべて知ることは不可

能ですし、その点は、法についての調べ方が分かっていればそれで足りるでしょ

う。

（小早川光郎・交告尚史・人見　剛）

■法とは、「一定の拘束性を有する社会規範（又はその集合）」です。
■法の大きなまとまりとして、民事法、刑事法、行政法、憲法などがあります。
■民事法には、第 1に、人々の間の権利義務関係や、それが契約等によってどのように設定・
変更されるかを定めた「民事実体法」（例えば、民法、商法など）があります。
■民事法には、第 2に、人々の間に生じた紛争を公的に処理する手続的仕組みを定めた「民
事手続法」（例えば、民事訴訟法など）があります。
■刑事法には、犯罪と刑罰を定める「刑事実体法」（例えば、刑法）、犯罪の捜査・訴追・裁
判等の手続を定める「刑事手続法」（例えば、刑事訴訟法など）があります。
■国又は自治体（地方公共団体）の公的活動として行われる規制行政・給付行政、租税の賦
課徴収などについての、通常の民事法・刑事法とは別の、行政に固有な法の全体を一つの
まとまりとして捉えたものが「行政法」です。
■国家の基本的な仕組み（統治機構）及び国家と個人の関係の基本的なあり方（特に基本的
人権の保障）を定めたものが「憲法」です。
■国家相互間の関係を律する法が「国際法」です。
■条文の形で書かれた内容が法として認められたものが「成文法」（制定によって成立すると
いう意味で「制定法」ともいいます）です。
■成文法以外の法を「不文法」といい、慣習法、条理法などがあります。
■判例は、それ自体は法ではありませんが、法の運用において尊重され、重要な役割を演じ
ています。
■公務員には、職務の執行、職務外の行動について、特別の拘束が憲法、行政法、刑事法等
の法によって課され、それによって行動することが求められています。また、法令の立案・
審査・適用などの様々な場面で法とのかかわりが求められます。

学習のポイント
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序章　基本法務を学ぶにあたって

第３節　基本法務の学び方
１　本書の構成と学び方

本書の対象である自治体職員の方々には、そもそも法というものにこれまでな

じみのなかった人や、法の特定の分野には通じているけれどもそれ以外の分野に

は接する機会がなかったというような人も、少なくないでしょう。この「序章」

では、法が全体としてどのようなものであるのかについておおよそのイメージを

もつことができるように、基礎的な説明を行い（ 1節）、その上で、成文法のた

めの形式としての「法令」が今日の法において中心的な役割を担っていることに

鑑み、法令の意義及び法令を扱う際に必要な基本的事項について要点を整理しま

した（ 2節）＊ 1。

以下の各章では、憲法・行政法・地方自治法・民法・刑法の 5つの分野を、順

次取り上げます。このうち、憲法・行政法・地方自治法は、行政の活動と、その

主体としての国及び自治体について、その法的な基礎を形作っているものです。

なお、地方自治法は、憲法 8章の諸規定を具体化するもので憲法の分野に属する

ともいえますし、行政の重要な部分に関するもので行政法の一部であるともいえ

ますが、自治体及び自治体職員にとっての重要性に鑑み、憲法・行政法とは別に

章を立てています。また、民法及び刑法は、行政が働きかけていく対象である社

会それ自体の仕組みの基本をなしており、自治体行政が現代社会の様々な問題に

取り組もうとする場合にも、その前提として必ず関係してくることになります。

このように、憲法・行政法・地方自治法・民法・刑法は、自治体法務において

不可欠の基礎をなす法分野です。法の全体に関して序章で学んだことを踏まえな

がらこれらの法分野のそれぞれについて学び＊ 2、これからの時代の自治体職員

が共通に備えるべき法務の基本的能力を養うことが、学習の課題となります。

（小早川光郎）

２　最近の社会状況と基本法務

（ 1）デジタル社会の形成
デジタル社会の本格的な構築に向けて、2021年にデジタル社会形成基本法が制

定されました。同法は、デジタル社会を「インターネットその他の高度情報通信

ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手

し、共有し、又は発信するとともに、……人工知能関連技術、……インターネッ

ト・オブ・シングズ活用関連技術、……クラウド・コンピューティング・サービ

ス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的

＊ 1
そこでの、法令に関する各
種事項の解説は、自治体職員
の一般的な職務に必要と考え
られる範囲の事柄についてそ
の基本的な部分を理解してい
ただくという趣旨で記述して
います。法令の立案・審査等
において問題となる専門的・
技術的な事柄に関しては、法
制執務の参考書などを参照し
てください。

＊ 2
各章の学習にあたり、場合
によっては、そこでの各分野
の記述と関連付けて「序章」
の分野横断的な記述にもう一
度立ち返るというのも有益で
しょう。
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第３節　基本法務の学び方

序
　
章
基
本
法
務
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て

な技術をはじめとする情報通信技術……を用いて電磁的記録……として記録され

た多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること……により、あらゆる分

野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」と定義しています（ 2

条）。情報通信ネットワークの整備を目標とする段階はもはや過ぎ、情報の利活

用を如何に進めるかが重要となる段階に来ている、という認識がそこには示され

ています。個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保

護法の 3つの法律が一つの法律に一本化されました＊ 3が、そこでも、個人情報

の保護だけでなく、その利活用を図ることとなりました。この点に関して、これ

まで各自治体がもっていた個人情報保護条例が、個人情報の利活用を図るという

観点が希薄だったため、自治体の個人情報保護制度も一元化されることになり、

自治体の機関も「行政機関等」として国の法律の適用を受けることとし、自治体

も含めた全体について、所管が国の機関である個人情報保護委員会に一元化され

ることとなりました。法律と既存の条例との関係に関し、争いが生じる可能性が

あります＊ 4。

さて、デジタル社会形成基本法38条は、「デジタル社会の形成に関する内閣の

事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の

迅速かつ重点的な遂行を図るため……内閣に、デジタル庁を置く」と定めていま

す。デジタル社会形成に関する行政事務が縦割り的に行われてきたことや専門性

が必ずしも十分でなかったことから、専門性が高く、政府横断的な存在である新

たな行政機関を、いわば司令塔として設置することにしたわけです。具体的には、

デジタル庁設置法（以下「設置法」という）が制定されています。専門性という点

では、人材の確保が重要であるため、民間から多数の人材を起用していることが、

大きな特徴の一つといえるでしょう。デジタル庁の長は内閣総理大臣で（設置法

6条 1項）、内閣総理大臣はデジタル庁令を発することができます（設置法 7条 3

項）。しかし、デジタル庁にはデジタル大臣も置かれ（設置法 8条 1項）、内閣総理

大臣を助けて、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務を統督することとされて

います（同条 3項）。

また、2021年に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が制定さ

れました。同法 5条 1項に基づき、地方公共団体情報システムの標準化の推進を

図るための基本的な方針として、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」

が策定され、国は、同基本方針を踏まえ、地方公共団体情報システムの標準化の

取組を推進することとされています。

2023年、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタ

ル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、①デジタル社会形成基本法、

②デジタル行政手続法（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律）＊ 5、③

アナログ規制を定める個別法の改正が行われました。その概要は、（ 1）デジタ

ル規制改革を国の基本方針として法定し、「デジタル法制局」のプロセスに関連

する規定を措置すること、及びデジタル技術の効果的な活用、テクノロジーマッ

＊ 3
「 2章 3節 4（ 2 ）個人情
報保護」を参照。

＊ 4
「 3章 3節 2（ 3 ）〈 1〉
条例と法律の抵触問題」を参
照。

＊ 5 　デジタル行政手続
法

「 2章 3節 1（ 4 ）行政手
続の基本原則」を参照。
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す。すなわち、第 1は、トランスジェンダーである旨の医師の診断を受けている

経済産業省の職員が 2階以上離れたフロアのトイレの使用を強いられていること

に関し、経済産業省によるトイレの使用制限を是認した人事院の判定は、他の職

員に対する配慮を過度に重視し、原告の不利益を不当に軽視するもので著しく妥

当性を欠き違法と判断されました＊10。第 2は、性同一性障害者につき性別の取

扱いの変更の審判が認められるための要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺

の機能を永続的に欠く状態にあること」を求めている性同一性障害者の性別の取

扱いの特例に関する法律 3条 1項 4号による制約は必要かつ合理的なものとはい

えず、憲法13条に反し無効とされました＊11。第 3は、長年連れ添った同性パー

トナーを犯罪で亡くした男性も、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者

等の支援に関する法律 5条 1項 1号括弧書にいう「婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得ると判断されました（最判

令 6・3・26民集78巻 1 号99頁）。第 4は、自己の精子で子を懐胎させたトランスジェ

ンダーの女性に対し、嫡出でない子が認知を求めることができるとされ、トラン

スジェンダーが子供を持つ選択肢を広げました（最判令 6・ 6・21民集78巻 3 号315

頁）。第 5は、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定に関し、高裁において違憲

判断が言い渡されています＊12。

国連の女性差別撤廃条約委員会は、2016年の審査で、女性にのみ課されていた

100日間の再婚禁止期間や、男性18歳・女性16歳だった結婚年齢の格差の是正を

日本政府に勧告し、その後、2018年に婚姻年齢も男女問わず18歳に、2022年に再

婚禁止期間を撤廃する民法改正がなされています。また、2003年・2009年・2016

年・2024年と 4回にわたり選択的夫婦別姓の導入が勧告されていて、1996年の法

制審議会の答申、及び2024年 6 月18日の日本経済団体連合会からも夫婦別姓を求

める提案がなされており、夫婦同氏制度に関する最高裁の合憲判断（最大判平

27・12・16民集69巻 8 号2586頁、最大決令 3・ 6・23集民266号 1 頁）が見直されるか注

目されています。

さらに、人口減少・高齢化の進展に伴って土地利用のニーズが低下し、地方か

ら都市への人口移動を背景として土地の所有意識が希薄化したことなどから、所

有者不明の土地・建物や、管理不全の土地・建物が増加し、防災等の公共事業や

民間取引を阻害したり近隣環境への悪影響を及ぼすなどの問題が生じました。そ

こで、2023年 4 月 1 日に施行された民法改正では、所有者不明や管理不全の土地・

建物を対象に管理人を置いて土地・建物の効率的な管理を図るため、所有者不明

土地・建物の管理制度（民法264条の 2～264条の 8）、管理不全土地・建物の管理制

度（民法264条の 9～264条の14）が設けられました＊13。また、共有関係にある不動

産について、所在等が不明な共有者がいる場合、共有物を利用しやすくする規定
＊14や、共有関係の解消をしやくする規定＊15が設けられました。

＊10　
最判令 5・ 7・11民集77巻
5 号1171頁。不特定又は多数
の人々の使用が想定されてい
る公共施設の使用の在り方に
ついて触れるものではないと
する今崎裁判官の補足意見が
ありますが、地方公務員や民
間企業の労働者が使用するト
イレ等に関し本判決と同様の
問題解決が求められる可能性
があります。

＊11　
最大決令 5・10・25民集77
巻 7号1792頁。なお、性同一
性障害者の性別の取扱いの特
例に関する法律 3条 1項 5号
の要件に関しては、手術が必
須ならば違憲の疑いがあると
判断され（広島高決令 6・ 7  
・10判例集未登載）、同法 3条
1項 2号の要件に関しては、
合憲とした最高裁の判断がな
されていますが（最決令 2・3・
11判例体系判例ID28280985）、
戸籍上の性別の変更を求めた
トランスジェンダーの夫婦がと
もに性別変更を申し立てた場
合、同時に性別変更の審判を
すれば、同性婚の状態が生じ
る可能性はなく、非婚要件を欠
いていても性別変更を認める
のが相当との審判がなされて
います（朝日新聞令和 6年 9
月6日・同年10月12日参照）。

＊12
憲法24条 1 項・ 2項、14条
に違反するとした札幌高判令
6・ 3・14判タ1524号51頁、
憲法24条 2 項、14条に違反す
るとした東京高判令 6・10・
30判例体系判例ID28323660、
憲法24条 2 項、14条、13条に
違反するとした福岡高判令
6・12・13判例体系判例ID 
28330341があります。世界で
は、2001年にオランダが初め
て同性婚を法制化し、現在は
37カ国・地域で法的に認めら
れ、主要 7カ国（G 7）で唯
一、同性カップルへの法的保
障が日本にはないとの批判が
なされています。他方、自治
体では同性カップルの関係を
公的に認める「パートナーシッ
プ制度」は急速に広がってい
ます。また、国連の女性差別
撤廃条約委員会は、2024年の
審査で、日本政府に同性婚を
認めるよう勧告しています。

＊13
改正された空家等対策の推
進に関する特別措置法14条 2
項・ 3項で、市町村長が、所
有者不明建物管理命令（民法
264条の 8第 1項）及び管理
不全土地・建物管理命令（民
法264条の 9第 1項・264条の
14第 1 項）の請求をすること
ができるようになりました
（2023年12月13日施行）。

＊14
共有物に軽微な変更を行う
場合には、全員の同意を要せ
ず各共有者の持分の過半数で
決定できます（民法251条 1
項・252条 1 項）。また、所
在等が不明の共有者がいる場
合には、他の共有者は、①残
りの共有者の持分の過半数で
管理行為を行う旨の裁判をす
ることができ（民法252条 2
項 1 号）、②残りの共有者全
員の同意で変更行為を行う旨
の裁判をすることができます
（民法251条 2 項）。

＊15
所在等が不明な共有者がい
る場合、他の共有者は、①所
在等が不明な共有者の持分を
取得する旨の裁判をすること
ができ（民法262条の 2）、
また、②その持分を含めて不
動産全体を第三者に譲渡する
ことを可能にするため所在等
不明共有者の持分を譲渡する
権限を特定の共有者に付与す
る旨の裁判をすることができ
ます（民法262条の 3）。

プの公表・活用に関連する規定を措置すること、（ 2）フロッピーディスク等の

記録媒体による行政機関への申請等についてオンラインによる申請等を可能とす

ること、（ 3）これまで特定の場所において書面で掲示されていたものについて、

インターネットによる閲覧等を可能とし、いつでもどこでも、必要な情報を確認

できるようにすることで、利便性の向上を図ることです＊ 6。

また、2023年にマイナンバー法＊ 7等の一部改正が行われました。主な内容は、

①マイナンバーの利用範囲の拡大、②マイナンバーの利用及び情報連携に係る規

定の見直し、③マイナンバーカードと健康保険証の一体化、④マイナンバーカー

ドの普及・利用促進、⑤戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加、⑥公

金受取口座の登録促進です。他方、同年には、公金受取口座の誤登録事案に関し

て、個人情報保護委員会がデジタル庁に対し、マイナンバー法35条 1 項に基づく

立入検査を経て、同法33条及び個人情報保護法157条に基づく指導を行う事案が

発生したり、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に対する国民の反発が強

まるなど、デジタル化への懸念も生じています。

地方議会に対する住民からの請願書の提出や国会に対する地方議会からの意見

書の提出など地方議会に係る手続について、一括してオンライン化を可能とする

地方自治法の改正が、2023年に行われました。

DXの進展を踏まえた対応として、2024年にも地方自治法が改正され、地方公

共団体は、事務の種類・内容に応じ、情報システムを有効に利用するとともに、

他の地方公共団体又は国と協力し、その利用の最適化を図るよう努めることとさ

れました。また、地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保の方針を定め、

必要な措置を講じることとされ、総務大臣は、当該方針の策定等について指針を

示すこととされました。さらに、eLTAX（地方税ポータルシステム）を用いて納付

するものとして長が指定する公金（地方税以外）の収納事務を、地方公共団体が

地方税共同機構に行わせるための規定が整備されました。

なお、民事訴訟手続についてもIT化が進められ、委任を受けた訴訟代理人に

ついてはオンライン申立てを義務化したり、口頭弁論期日等におけるウェブ会議

の活用を可能とするなどの民事訴訟法改正が、2022年に行われました＊ 8。

2023年に「官報の発行に関する法律」が成立し、従来、紙の印刷物として発行

されてきた官報が電子化されることとなりました。

（ 2）民法の最近の改正と新しい動向
2024年 5 月17日に成立した民法改正は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な

影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点

から、父母の離婚後の子の養育に関する親権（父母双方が親権を行使する共同親権）、

養育費（子の監護に要する費用の分担を定めずに協議上の離婚をした場合に請求できる法

定養育費）、親子交流の規定などが設けられました＊ 9。

また、性的少数者の権利を擁護する司法判断が近時の判例で言い渡されていま

＊ 6
2024年 9 月10日時点での

「アナログ規制見直しの取組
状況（法令・告示通達合
計）」（デジタル庁ウェブサ
イト）によると、見直しが必
要な規制8,164件のうち、7,835
件の見直しが完了し、約96％
の規制で予定通り見直された
とされています。

＊ 7 　マイナンバー法
「 2章 3節 4（ 2 ）個人情
報保護」を参照。

＊ 8 　
裁判のIT化については、
「 4章 9節 3　日本の裁判シ
ステム」を参照。

＊ 9 　
公布の日（2024年 5 月24
日）から 2年以内の政令で定
める日に施行されます。「 4
章 8節 2　親子」参照。
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